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別紙１
【Ⅲ 施策の内容】

取り組みの状況 評価内容

国民健康保険税の公平な負担
を図るため、税務課と連携して
長期滞納者に対して被保険者
資格証明書、短期被保険者証
を発行し、被保険者証の窓口受
領等を活用して一層の納付指導
に努める。

R2.8.1発行
短期被保険者証交付（郵送）39世帯
短期被保険者証交付（窓口）39世帯
被保険者資格者証交付      19世帯
合計９７世帯

参考　R元.10.1発行
短期被保険者証交付（郵送）22世帯
短期被保険者証交付（窓口）73世帯
被保険者資格者証交付      24世帯
合計１１９世帯

滞納者の財産調査を行い、効率
的な滞納整理を実施する。

・差押えに伴う収納の状況
＜Ｒ２年度１２月末現在＞
収納件数　　４４６件
収納金額　３,６２４千円
＊収納額にはＲ元年度以前に差し押さ
えたものも含む。

＜Ｒ元年度実績＞
収納件数　７５７件
収納金額　７,６６０千円
＊収納額にはＨ３０年度以前に差し押
さえたものも含む。

国民年金の第１号、第３号被保
険者資格喪失リストを活用し、厚
生年金取得者への国保喪失届
出の勧奨を行う。他保険加入者
の把握に努め、早期に資格喪失
届の提出を勧奨する。

喪失勧奨通知送付件数
Ｒ２　１２月末現在　４９件
Ｒ元　　　　　　　　　 ８８件
Ｈ３０　　　　　　　　１３９件

②職権による資格喪失

　厚生年金加入記録が確認され
た場合、資格喪失勧奨を行う。
資格喪失の届出がない者につ
いて、２ヶ月後資格喪失再勧奨
を行う。それでも資格喪失の届
出がない者について、新たな課
税賦課の抑制、資格喪失後受
診の不当利得の発生を防ぐこと
から職権で資格を喪失させるこ
ととする。

Ｒ２．８～Ｒ３．１月末現在で職権に
より資格喪失した件数・・・３１件

令和２年度新見市国民健康保険事業報告

新見市国民健康保険事業

② 財産調査

　令和２年度新見市国民健康保険
税収納対策における収納率の目
標は現年分９７％、滞納繰越分２
３％、全体では８５％を掲げ収納率
向上に取り組んでいる。
　１２月末現在で、現年分７０．７
１％、滞納繰越分１９．４６％、全体
６２．８９％である。前年同時期に比
べると収納率は伸びており、全体
の収納率は２．８９％伸びている状
況である。
　引き続き負担の公平性からも収
納率の向上に向けて、短期被保険
者証窓口交付による納税相談の
活用、財産調査による滞納処分を
行うと共に、滞納繰越にならないよ
う現年分の徴収に力を入れる必要
がある。

参考：令和元年度収納率
現年分９５．７４％
滞納繰越分２０．４９％
全体８３．２％

１ 負担の公平

２ 資格の適正化

年金被保険者情報を活用し、
国民年金の資格喪失が確認さ
れた国保被保険者に対し、国
保資格喪失勧奨を行い国保資
格の職権消除を行うことができ
た。引き続きこの制度を活用し
資格の適正化を図る。またオン
ライン資格確認が３月から始ま
る。今後資格の適正化が図ら
れ過誤の減少が期待できる。

① 被保険者資格証明書、短期被保険者証の発行

①資格喪失者への届出勧奨
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レセプトの資格点検を充実し、
過誤補正、費用調整、不当利得
の処理を適正に行う。また、内容
点検については、国保連合会へ
委託し点検の強化を図る。

第三者返納金（交通事故等で本来は
加害者が払うべきもの）
R２　６件－9,300,173円
（R3.1月末現在）
R元　５件ー1,495,914円

不当利得（国保喪失後受診をしたため
被保険者へ請求）
R２   ２４件－２３３,６０２円
（R3.１月末現在）
R元　２４件ー３１６,９９４円

迅速、確実な第三者行為求償
を行うため、引き続き傷病届の
勧奨、広報媒体の活用を行い
給付の適正化を図る。不当利
得については、丁寧な説明を
行い理解を求め、速やかに返
納してもらう。保険に異動が
あった場合は早期に手続きを
行うよう引き続き市報等で周知
を行う。

② 重複、頻回受診等の指導

③ ジェネリック医薬品の使用促
進

①人間ドック受診事業

② 特定健康診査・特定保健指
導

③ 生活習慣病重症化予防

④医療費抑制対策事業

⑤健康づくり連携の推進

４ 保健事業の実施

第2期データーヘルス計画
中間評価にて説明

＊41歳人間ドック無料化について
分析の結果、元々健診受診の習
慣がある人が受けており、それ以
外の人については、無料化が継続
受診に繋がっていないことから令
和３年度は廃止とする予定。４０代
は特定健診を無料としているの
で、こちらを利用していただく。

*人間ドックアンケート実施結果に
ついて（R2.5月実施　4928人個別
郵送）
新見市人間ドック契約以外の医療
機関で受診ししている人、また希
望している人で、費用助成を希望
する人がどのくらいおられるか調査
した。結果、アンケート回収率264
人（5.36％）、その内助成をして欲
しい122人（46％）、その内、新見
市人間ドック契約医療機関以外で
受診しているため、新見市の助成
を受けていない人は１１医療機関
にわたり２９人（０．１２％）であっ
た。また264人の内人間ドックをほ
とんど受けない、人間ドックを受け
ないと回答があった者４９人の内、
市外があれば人間ドックを受けた
いと希望する者は5人であった。こ
のことから、新たに助成制度を設け
ても人間ドックの受診率が伸びる
見込みが少ないこと、現在の契約
医療機関で人間ドックの受け入れ
ができること、助成を増やすことは
国保税の引き上げにも繋がること
から、今までどおり市内医療機関と
倉敷平成病院とする。

第2期データーヘルス計画中間評価にて説明

① レセプト資格点検の充実及び内容点検の充実・強化

３ 給付の適正化
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被保険者証と高齢受給者証を
一本化

令和２年８月の年度更新で被保険
者証と高齢受給者証を一本化でき
た。

事務の効率化が図れた。令和３年
３月からオンライン資格確認が始ま
り更なる事務の効率化が期待でき
る。

職員の国保に関する専門知識
の向上を図るため、県、国保連
合会の研修に積極的に参加す
るとともに、健康づくり課や係内
での情報交換を密にする。

収納対策研究会　新型コロナ感染
症防止の観点から欠席
収納対策研究会は中止
国民健康保険事務初任者研修会
は中止
国民健康保険運営方針連携会議
参加
第三者行為求償事務担当者研修
会参加
高齢者の保健事業セミナー参加
等々

現在はWEB会議の開催が多く
なっている。今後も専門知識の
向上を図るため積極的に参加
する予定。

③ 関係機関との連絡、情報交換

県、国保連合会、年金事務所と
の連絡、情報交換の強化。

県内他都市の国保担当課との
連絡、情報交換の強化。

① 保険証と高齢受給者証の一体化

② 関係機関との連絡、情報交換

県から担当者の情報提供があり、
連絡を密に取りながら事務を行っ
ている。

５ 事務事業の効率化、適正化

引き続き関係機関と積極的に
情報交換を行い、事務の高度
化を図る。
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